
検定手数料の計算例（ご参考） 

｜ 検定手数料計算上の注意
 2021年3月26日 検定部

 改訂 2024年6月17日 試験認証部 検定G

検定手数料は申請 1 件ごとに計算します。

複数の申請に対して、本体価格を合計し、まとめて消費税を計算することは行いません。

消費税の１円未満は切り捨てます。（計算例には、１円未満の端数が生ずる例はございません。）

新規検定手数料は計算が多岐にわたる防爆構造電気機械器具を例に計算例を示します。

計算例に間違いがある場合がございますので、申請時には申請者様の方で計算をご確認ください。

表１ （１）新規検定

３ 防爆構造電気機械器具

(イ) 本質安全防爆構造(ib 又はic) 、同一型式なし、回路部品数が50 個未満

手数料(税抜き) 175,300 円

消費税(10%) 17,530 円

検定手数料(税込み) 192,830 円

(へ) 本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級3 又はグループIIC 以外、同一型式あり、換算値40 以上100 未満

手数料(税抜き) 230,500 円

消費税(10%) 23,050 円

検定手数料(税込み) 253,550 円

(ヌ) 防爆構造電気機械器具の防爆性を補完する規格に係る検定を併せて申請する本質安全防爆構造以外、

かつ爆発等級3 又はグループIIC 以外、同一型式あり、換算値40 以上100 未満、

補完規格として、IEC 60079-28(光放射)とIEC 60529 (IP)を申請する場合

防爆構造電気機械器具 230,500 円 ①

補完規格適用（光放射） 200,000 円 ②

補完規格適用（IP） 200,000 円 ③

補完規格適用（※）

税抜き（合計） (①＋②＋③) 630,500 円

消費税(10%) 63,050 円

検定手数料(税込み) 693,550 円

※IEC60079-30-1他、ISO規格等指針内で別途要求されている規格が適用される場合があります。
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表１ （１）新規検定手数料の例外

（イ） 企業分割の場合

手数料(税抜き) (１件当たり) 71,200 円

消費税(10%) 7,120 円

検定手数料(税込み) 78,320 円

（ロ） 企業分割の場合

例

 ◆同一法人より同時申請件数 30 件（表２より減額割合 55%）

   手数料(１件当たり)(税抜き) （71,200 円)

   減額後の手数料(減額割合 55%) （32,040 円)

  ※十円の位を四捨五入 32,000 円

   消費税(10%) 3,200 円

  検定手数料(税込み) 35,200 円

 ◆同一法人より同時申請件数 100 件（表２より減額割合 70%）

 手数料(１件当たり)(税抜き) （71,200 円)

 減額後の手数料(減額割合 70%) （21,360 円)

 ※十円の位を四捨五入 21,400 円

 消費税(10%) 2,140 円

 検定手数料(税込み) 23,540 円

（ハ） 防爆構造電気機械器具で、検定場所を新規検定申請者の希望する場所で行う場合

例

 ◆本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、換算値 40 以上

 100 未満、検定場所は新規検定申請者の希望する場所     

手数料(税抜き) （230,500 円)

 例外適用(検定場所は新規検定申請者の希望する場所)

第１ステップ(10%減額) （207,450 円)

第 2 ステップ(十円の位を四捨五入) 207,500 円

消費税(10%)    20,750 円

検定手数料(税込み)  228,250 円

◆本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3、同一型式なし、換算値 40 以上 100未満、検定場所は

   新規検定申請者の希望する場所

      手数料(税抜き) （285,700 円)

   例外適用(検定場所は新規検定申請者の希望する場所)

      第１ステップ(10%減額) （257,130 円)

      第 2 ステップ(十円の位を四捨五入) 257,100 円

      消費税(10%)    25,710 円

      検定手数料(税込み)  282,810 円

◆本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、換算値 40 以上

   100 未満、検定場所は新規検定申請者の希望する場所

   補完規格として、IEC 60079-28(光放射)を申請する場合 

   手数料(税抜き) （230,500 円）

   例外適用(検定場所は新規検定申請者の希望する場所) 

   第１ステップ(10%減額) （207,450 円）

   第 2 ステップ(十円の位を四捨五入) 207,500 円 ①

2/4



   補完規格適用（光放射） 200,000 円 ②

   税抜き（合計） (①＋②)   407,500 円

   消費税(10%)    40,750 円

   検定手数料(税込み)  448,250 円

◆本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、換算値 40 以上

   100 未満、検定場所は新規検定申請者の希望する場所 

   本質安全防爆構造(ia)、回路部品数 50 個未満、同一型式あり、検定場所は協会補完規格として、

   IEC 60079-28(光放射)を申請する場合 

   (本質安全防爆構造以外)手数料(税抜き) （230,500 円）

   例外適用(検定場所は新規検定申請者の希望する場所) 

   第１ステップ(10%減額) （207,450 円）

   第 2 ステップ(十円の位を四捨五入) 207,500 円 ①

  (本質安全防爆構造)手数料(税抜き) 247,600 円 ②

   補完規格適用（光放射） 200,000 円 ③

   税抜き（合計） (①＋②＋③)  655,100 円

   消費税(10%)    65,510 円

   検定手数料(税込み)  720,610 円

（二） 指定外国検査機関扱い

例

 ◆本質安全防爆構造(ia)、同一型式あり、回路部品数 150 以上

税抜き(指定外国検査機関扱いでない場合) （514,300 円）

 例外適用(指定外国検査機関扱い) 

第１ステップ(35%減額) （334,295 円）

第 2 ステップ(十円の位を四捨五入) 334,300 円

消費税(10%)    33,430 円

検定手数料(税込み)  367,730 円

 ◆本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、

 換算値 40 以上 100 未満

税抜き(指定外国検査機関扱いでない場合) （230,500 円）

 例外適用(指定外国検査機関扱い) 

第１ステップ(35%減額) （149,825 円）

第 2 ステップ(十円の位を四捨五入) 149,800 円

消費税(10%)    14,980 円

検定手数料(税込み)  164,780 円

表１ （２）更新検定

(イ)更新検定基本手数料

      修正及び追加書面なし（有効期間の更新のみ）

      更新検定基本手数料 22,600 円

      消費税(10%)    2,260 円

   検定手数料(税込み) 24,860 円

(ロ) 修正及び追加書面がある場合

       複数ページで構成される書面については、修正及び追加のページのみ対象となります。

       追加の頁のために総ページ番号を書き換えただけの頁は加算対象としません。

       例 ページ表記1/9、2/9、・・9/9に対し1頁追加⇒1/10、2/10、・・9/10、10/10のとき加算は1頁分。

       手数料の加算対象となる書面は、以下の書面です。

3/4



 １．合格証 

 ２．別紙（別紙がある場合） 

 ３．同一型式一覧表(型式又は定格に同一型式がある場合) 

 ４．ルーチン試験条件 ※防爆のみ

 ５．添付図面一覧表 

 ６．製造検査設備等の概要書(届出日が記載された書面を除く)  ※マスクのみ      

 ７．性能に関する説明書（製造検査設備の概要書の一部を成す場合のみ） ※マスクのみ      

 ８．図面 

 注意:同一型式が無いものから追加する場合は、合格証、（合格証の）別紙に修正を伴う場合があります。 

例

◆元の合格証にすでに同一型式がある場合（別紙がない場合）

同一型式追加のため、図面 1 枚を追加して同一型式一覧表と添付図面一覧表を修正する場合

更新検定基本手数料 22,600 円 ①

修正及び追加書面 3 枚(8,500 円×3) 25,500 円 ②

税抜き（合計）（①＋②） 48,100 円

消費税(10%)   4,810 円

検定手数料(税込み) 52,910 円

◆元の合格証に同一型式がない場合（別紙がない場合）

同一型式追加のため、図面 1 枚を追加して合格証、同一型式一覧表と添付図面一覧表を修正する場合

更新検定基本手数料 22,600 円 ①

修正及び追加書面 4 枚(8,500 円×4) 34,000 円 ②

税抜き（合計）（①＋②） 56,600 円

消費税(10%)   5,660 円

検定手数料(税込み) 62,260 円

お問い合わせ・ご不明な点は、以下のお問い合わせページをご利用ください。

お問合せ・ご意見＞＞

注．当該ページの「検定に関するお問い合わせフォーム」をご選択願います。

以上
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https://www.tiis.or.jp/contact_top/

